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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 野地面に載置される板状の第１載置部と、板状の第２載置部と、前記第１載置部下端と
前記第２載置部上端とを接合する接合板とを備え、
　前記接合板により形成される前記第１載置部と前記第２載置部との段差は、同第１載置
部が野地面に載置された際に、同第２載置部が同第１載置部の下方に位置する瓦部材に載
置できる高さとされ、
　前記第１載置部に野地を貫通して屋内に導かれる屋内接続配線が設けられ、
　前記第２載置部に太陽電池パネルなどからの配線と接続される接続手段が設けられ、
　前記屋内接続配線と前記接続手段とが電気的に接続される
ことを特徴とする太陽電池配線用コネクタ。
【請求項２】
 前記第１載置部と第２載置部とが可撓性を有する素材により形成されてなることを特徴
とする請求項１記載の太陽電池配線用コネクタ。
【請求項３】
 前記屋内接続配線と接続手段との電気的な接続が、前記屋内配線と接続手段とを平板状
配線により連絡することによりなされることを特徴とする請求項１記載の太陽電池配線用
コネクタ。
【請求項４】
 前記屋内接続配線の野地貫通部に保護パイプが設けられてなることを特徴とする請求項
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１記載の太陽電池配線用コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は太陽電池配線用コネクタに関する。さらに詳しくは、屋根瓦の重ね部に差し込ん
で取付けができる太陽電池配線用コネクタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
戸建て住宅における電力会社からの購入電力を節減するために、太陽電池パネルを戸建て
住宅の屋根上に設置することが研究あるいは検討されている。
【０００３】
そして、この屋根上に設置された太陽電池パネルの電気配線は、屋根面を這わせて適当な
個所から屋内に引き込んだり、あるいは太陽電池パネルの設置個所から屋根を貫通させて
屋内に引き込むことがなされている。
【０００４】
しかしながら、前者においては屋根上を這わせる配線の施工が煩雑となるという問題があ
る。また、後者においては電気配線を引き込む個所の防水処理が難しいという問題がある
。なお、この問題は、前者にあっても引き込む個所によっては発生する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明はかかる従来技術の課題に鑑みなされたものであって、太陽電池パネルの電気配線
を屋根上を這わせることなく、しかも電気配線の屋内への引込み個所における防水処理を
不要とできるの太陽電池配線用コネクタを提供することを目的としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明の太陽電池配線用コネクタは、野地面に載置される板状の第１載置部と、板状の
第２載置部と、前記第１載置部下端と前記第２載置部上端とを接合する接合板とを備え、
前記接合板により形成される前記第１載置部と前記第２載置部との段差は、同第１載置部
が野地面に載置された際に、同第２載置部が同第１載置部の下方に位置する瓦部材に載置
できる高さとされ、前記第１載置部に野地を貫通して屋内に導かれる屋内接続配線が設け
られ、前記第２載置部に太陽電池パネルなどからの配線と接続される接続手段が設けられ
、前記屋内接続配線と前記接続手段とが電気的に接続されることを特徴とする。
【０００７】
本発明の太陽電池配線用コネクタにおいては、前記第１載置部と第２載置部とが可撓性を
有する素材により形成されてもよく、また前記屋内接続配線の野地貫通部に保護パイプが
設けられていてもよい。
【０００８】
ここで、前記屋内接続配線と接続手段との電気的な接続は、例えば前記屋内配線と接続手
段とを平板状配線により連絡することによりなされる。
【０００９】
【作用】
本発明の太陽電池配線用コネクタは前記のごとく構成されているので、屋内接続用配線の
野地貫通部に特段の防水対策を施す必要がない。また、太陽電池配線用コネクタの施工を
屋根の施工工程に組み込ませることができるので、太陽電池配線用コネクタを設けること
による屋根施工における遅れを生じさせない。さらに、太陽電池配線用コネクタの施工が
屋内接続配線を野地を貫通させて、第１載置部を野地に載置するとともに、第２載置部を
その下の瓦部材に載置するだけで完了するので、施工がきわめて簡単である。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照しながら本発明を実施の形態に基づいて説明するが、本発明はかか
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る実施の形態のみに限定されるものではない。
【００１１】
本発明の一実施の形態の太陽電池配線用コネクタ（以下、単にコネクタという）Ｃを図１
に斜視図で示す。このコネクタＣは、上部平板（第１載置部）１と、下部平板（第２載置
部）２と、この上部平板１と下部平板２とを接合している接合板３と、下部平板２の下端
部上面２ａに配設されている端子ボックス（接続手段）４と、上部平板上端部下面１ａに
配設されている野地貫通パイプ（保護パイプ）５と、端子ボックス４から野地貫通パイプ
５までの平板配線６，６と、野地貫通パイプ５に挿通されているリード線（屋内接続配線
）７，７とを主要構成要素としてなる。
【００１２】
上部平板１、接合板３および下部平板２は、例えばステンレス鋼板からなり、そして図２
に示すように中央部が下面側に向けて陥没して凹部８が形成されている。この凹部８には
凹部底面８ａと若干の隙間を設けて２本の平板配線６，６が平行に配設されるとともに、
この平板配線６，６を固定するための耐熱シリコーン樹脂９が適宜厚さで塗布されている
。また、接合板３により形成される下部平板２と上部平板１との段差は、上部平板１が野
地面１０ａ（図３参照）に載置された際に、下部平板２が上部平板１の下方に位置するカ
ラーベスト１１に載置できる高さとされている。なお、図１においては作図の簡略化の観
点から耐熱シリコーン樹脂９の図示は省略されている。
【００１３】
この平板配線６，６の下部平板側端部は明瞭には図示されていないが、端子ボックス４内
で端子と電気的に接続されるとともに、上部平板側端部は明瞭には図示されていないが、
野地貫通パイプ５内に挿通されているリード線７，７の基端部と電気的に接続されている
。この端子ボックス４は、明瞭には図示はされていないが、端子を有して下部平板上面２
ａに固設されている基部と、この基部に着脱自在に装着されている蓋部材とからなり、こ
れにより端子ボックス４内での端子への太陽電池パネルからの配線１２，１２の接続を容
易となしている。なお、かかる端子ボックス４としては、市販されているものを好適に用
いることができる。
【００１４】
次に、図３を参照しながらかかる構成とされているコネクタＣの取付けについて説明する
。
【００１５】
（１）コネクタＣの設置場所までカラーベスト１１，１１，１１，…を野地面１０ａに敷
き詰める。
【００１６】
（２）野地１０に設けられた野地貫通孔１０ｂに野地貫通パイプ５を挿通する。
【００１７】
（３）野地貫通孔１０ｂに野地貫通パイプ５を挿通させた状態で上部平板１を野地面１０
ａに載置するとともに、下部平板２をカラーベスト１１に載置する。
【００１８】
（４）上部平板１に設けられている透孔１ｂにビスを装着して上部平板１を野地にビス留
めする。
【００１９】
（５）カラーベスト１１，１１，１１，…を屋根の残り部分に敷き詰める。これにより、
屋根の瓦葺きが完了する。
【００２０】
（６）太陽電池パネル（図示省略）を所定位置に設置する。
【００２１】
（７）太陽電池パネルからの配線１２，１２を端子ボックス４内の端子に接続する。
【００２２】
（８）野地貫通パイプ５から延伸しているリード線７，７の先端を屋内の所定配線（図示
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【００２３】
これにより、コネクタＣの施工が完了する。
【００２４】
このように、この実施の形態によれば、コネクタＣの野地１０貫通部がカラーベスト１１
に被覆されるので、コネクタＣの野地１０貫通部に特段の防水対策を施す必要がない。ま
た、コネクタＣの施工を屋根の施工工程に組み込ませることができるので、コネクタＣを
設けることによる屋根施工における遅れを生じさせない。さらに、コネクタＣの施工が野
地貫通孔１０ｂに野地貫通パイプ５を挿通させて、野地面１０ａに載置するだけで完了す
るので、施工がきわめて簡単である。
【００２５】
以上、本発明を実施の形態に基づいて説明してきたが、本発明はかかる実施の形態のみに
限定されるものではない。本実施の形態ではコネクタは平板状のカラーベストに合わせて
平板状とされたが、コネクタの形状はこれに限定されるものではなく、使用する瓦の形状
に応じて適宜とすることができる。例えば、湾曲した瓦の場合、コネクタもこの瓦の湾曲
に合わせた曲面とされる。また、この実施の形態では、第１載置部を上部平板により構成
し、第２載置部を下部平板により構成し、それらを接合板により接合したが、可撓性を有
する素材、例えば合成樹脂により第１載置部および第２載置部を接合板を設けることなく
一体的に形成してもよい。
【００２６】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、太陽電池配線用コネクタの野地貫通部が瓦に被覆
されるので、太陽電池配線用コネクタの野地貫通部に特段の防水対策を施す必要がないと
いう優れた効果が得られる。また、太陽電池配線用コネクタの施工を屋根の施工工程に組
み込ませることができるので、太陽電池配線用コネクタを設けることによる屋根施工にお
ける遅れを生じさせないという優れた効果も得られる。さらに、太陽電池配線用コネクタ
の施工が屋内接続配線を野地を貫通させて、第１載置部を野地に載置するとともに第２載
置部をその下の瓦部材に載置するだけで完了するので、施工がきわめて簡単であるである
という優れた効果も得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の太陽電池配線用コネクタの一実施の形態の斜視図である。
【図２】図１のII-II線断面図である。
【図３】図１の太陽電池配線用コネクタの施工状態を示す説明図である。
【符号の説明】
１　　　上部平板（第１載置部）
２　　　下部平板（第２載置部）
３　　　接合板
４　　　端子ボックス
５　　　野地貫通パイプ（保護パイプ）
６　　　平板配線
７　　　リード線（屋内接続配線）
８　　　凹部
９　　　耐熱シリコーン樹脂
１０　　　野地
１１　　　カラーベスト
１２　　　配線
Ｃ　　　太陽電池配線用コネクタ
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